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ふじのくに生物多様性地域戦略の構成

第 1章 生物多様性地域戦略とは

第 2章 生物多様性の現状と課題

第 3章 戦略の基本的な考え方

第 4章 行動計画

第 5章 地域別個別計画

第 6章 推進体制・進行管理

各主体の役割及び連携・協働
戦略の推進体制

生物多様性を支える社会をつくる
⑤生物多様性に配慮した生活や
事業活動の推進
⑥人と生物多様性が育む歴史・
文化の継承
⑦生物多様性に関する環境教育
の推進

戦略の目標
生物多様性の大切さを理解し、

力を合わせて
生物多様性にめぐまれた理想郷
“ふじのくに” に生きる

①社会全体の将来像
②生態系ごとの将来像（「奥山」「里地里山・田園」

「都市」「河川・湖沼・湿地」「海岸・海洋」）

基本方向
①多様な生物の個性とつながりを大切にする
②生物多様性を支える社会をつくる
③生態系を保全・再生・創出する
④特徴的な地域の環境を重点的に守る

生物多様性とは
①生物多様性とめぐみ
②歴史と固有性
③生物多様性に迫る危機

ふじのくに生物多様性地域戦略とは
①戦略策定のねらい（ねらい、方針） ④地域戦略の対象地域
②地域戦略に関連した近年のできごと ⑤地域戦略の期間
③地域戦略の位置付け

生物多様性を育む県土（位置・歴史・人口、地形地質と県土の成り立ち、気象、土地利用）

生物多様性と
人とのつながり

 人の営みと生物多様性
 文化と生物多様性
 生物多様性に関する環
境教育

多種多様な
生物

  県内の生物と調査・研
究

  希少野生動植物
  外来生物・遺伝的撹
乱・ペットの飼養

  野生鳥獣

本県を構成する
生態系

 奥山
 里地里山・田園
 都市
 河川・湖沼・湿地
 海岸・海洋

県内の
特徴的な地域

 伊豆半島
 富士山
 南アルプス
 浜名湖
 今守りたい大切な
自然（10 箇所）

基本理念 自然の仕組を基礎とする 真に豊かな社会をつくる

多様な生物の個性とつながりを大切にする
①生物多様性に関する調査・
研究の推進
②希少野生動植物の保護
③外来生物や遺伝的撹乱等の
拡大防止
④野生鳥獣の保護・管理

生態系を保全・再生・創出する
⑧豊かな自然環境が残る奥山の保全
⑨自然と人がともに生きる
里地里山・田園づくり

⑩都市の自然再生・創出
⑪河川・湖沼・湿地の水辺の
つながりの確保

⑫海岸から深海につながる
生態系の保全

県民の取組事例／事業者の取組事例／協働による取組事例

戦略の進行管理と
管理指標

戦略の普及・啓発

特徴的な地域の環境を重点的に守る
①伊豆半島 ②富士山 ③南アルプス ④浜名湖 ⑤今守りたい大切な自然

はじめに

目指す将来像

基本的な視点
・人として生物多様性
と共生するための
9つの視点
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日本人は、古くからそれと意識しないままに里地里山を育て、それらに象徴される自然と共生した

生活や、持続的な農林業を営んできました。一方、自然環境は、時には人の力では治める術もない猛

威をふるうこともあり、その荘厳さが大いなる神秘を人に感じさせます。豊かなめぐみを与えるとと

もに、時に酷しい災害ももたらす日本列島の自然環境は、そこに暮らす人々の畏敬の念を育み、山や

巨樹、岩、川、滝等の自然物が信仰の対象ともなってきました。

江戸時代ともなると、日本人は花見や紅葉狩り等の憩いのひとときを楽しみ、俳句には季語を用い

る等、四季の変化をともなう自然の景観を身近に感じてきました。江戸末期から明治初頭に日本を訪

れた西洋人のうちには、日本を花とみどりが織り成す庭園のような美しい島国、すなわち“Ｇarden

Islands”と世界に向けて紹介した例もあります。日本列島の自然環境の特性は、そこに住む人々の感

性に大きな影響を与え、日本固有の文化が育つ温床となりました。

日本人は自然環境を自分たちと対峙するものとしてではなく、共生する仲間として一体的に捉えて

きました。結果として、自然と人が微妙に関わり合って、共生する多様な生物たちも安全に維持され

てきたのです。古くから富士山を神の山として崇め、自然と一体となって暮らしてきた「ふじのくに」

の先人たちもまた、この自然観をもち合わせていたと考えられ、現実に、この地の豊かな生物多様性

が今に生かされています。

■ 「ふじのくに生物多様性地域戦略」が目指すもの

本県には奥山〜里地里山・田園〜都市〜河川・湖沼・湿地〜海岸・海洋と豊かな生態系があり

ます。自然と人が互いに共生する環境の中で、様々な生物たちが育まれてきました。

とりわけ、江戸時代に入ってからは、日本文化はその固有の形を示しながら繁栄しましたが、

この時代の平和と繁栄の一つの核となった駿府城を中心に、わたしたちの先人が現在に至る静岡

県の豊かな自然環境を育ててきたことを誇りに思います。

静岡県内には、ユネスコ世界ジオパークの認定の伊豆半島、世界文化遺産の富士山、ユネスコ

エコパークに登録された南アルプス、水産資源にめぐまれた浜名湖、「世界で最も美しい湾クラ

ブ」に加盟している駿河湾等、世界に誇る自然環境が揃っています。一方、わたしたちの身近な

場所には、「今守りたい大切な自然」として後世に残すべき貴重な生物たちの重要生息・生育地

が、数多く認められます。わたしたちには、先人から受け継いできたこうした環境を後世に継承

していくことが期待されています。

はじめに

ふじのくに生物多様性地域戦略
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■ 100 年後、1000年後にも、自然と人が共生できる静岡県に

わたしたちの県土は、先人たちが自然と共生した生活を営む中で、大切に守られてきた“生物

多様性のめぐみ”に溢れる場所で、自然景観と生活景観が織り成す「マジェスティック・ガーデ

ン」とでも呼ぶに相応しい荘厳さや雄大さを持っています。このめぐまれた県土に、安全で豊か

な生活を、100 年後、1000 年後も継承していくために、古くから日本人が育んできた自然を畏敬

する心をあらためて噛み締め、単に自然を護るというだけでなく、産業や文化との関わりを含め

て、生物多様性の全貌を県民みんなで理解し、行動していくことが必要です。

「ふじのくに生物多様性地域戦略」は、生物多様性の保全と持続可能な利用に向け、県が県民

や事業者等多様なセクターの人たちと協働して取り組む方向を示しており、生物多様性にめぐま

れた本県全域を対象とした行動の指針として提示するものです。

100 年後、1000 年後においても、“ふじのくに”で自然と人が共生して生きていけるように、

今わたしたちにできることから行動を始めましょう。

生物多様性の大切さを理解し、力を合わせて、

生物多様性にめぐまれた理想郷 “ふじのくに” に生きる

ふじのくに生物多様性地域戦略の目標

マジェスティック・ガーデン

本戦略では、先人たちが自然と共生した生活を営む中で、大切に守られてきた壮麗・雄大な自然

環境や多種多様な生物等からもたらされる“生物多様性のめぐみ”に溢れる場所を「マジェスティッ

ク・ガーデン」と呼んでいます。

マジェスティック（majestic）：壮麗な、壮大な、雄大な、威厳のある、という意味をもつ

ガーデン（garden）：自然と人が互いに共生することにより、引き継がれてきた環境

コラム
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地球上には、多くの種類の生物がいて、お互いに影響しあいながら生命を育んでいます。そし

て、“ヒト”もその中の一つです。生物多様性がもたらす様々なめぐみ（生態系サービス）は、私た

ちの生活や産業を支えています。

■ たくさんの生物がつながりあう

地球上には現在、名前がついているもので 175 万種、

実際は 3,000 万種の生物がいるといわれています。これ

らの生物は地球に生命が誕生して以来、何十億年もの長

い年月の中で様々な環境に適応し、また、生物同士で影

響を及ぼしながら多様な種に進化してきました。

このように多くの種類の生物がいて、それらが様々な

形でつながりあっていることを「生物多様性」といいま

す。私たち“ヒト”もその生物の一つであり、他の生物

とつながりながら生きているのです。

生物多様性で重要なことは、私たち一人ひとりが自然のめぐみと人間の生活との関係について包括

的に理解するとともに、生物多様性を守るために自分にできる取組を考え実践することです。

■ 生物多様性の3つの視点

生物多様性とは、単に生物の種類が多いだけではなく、「遺伝

子の多様性」「種の多様性」「生態系の多様性」という 3つの視

点で捉えることができます。

第１章 生物多様性地域戦略とは

第 1節 生物多様性とは

生物多様性とめぐみ1-1

生態系の多様性

森林や草地、河川、海岸等い

ろいろなタイプの自然環境

があることをいいます。

種の多様性

植物や動物、菌類等の様々な

種が生息・生育していること

をいいます。

遺伝子の多様性

同じ種でも、形や模様等に多

様な個性があることをいい

ます。例えば、アサリの模様

は様々ですが、これらは同じ

種の遺伝子の多様性による

ものです。

生物のつながり
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■ 私たちの生活と生物多様性のめぐみ（生態系サービス）

私たち人の生活は、生物多様性からもたらされる様々なめぐみによって支

えられています。例えば、燃料や食料等生活に必要な衣食住の素材を得る、

空気や水等をきれいな状態に保つ、文化を生み出す源となる等、いずれも私

たちが健康で文化的な生活を送るためには不可欠なものです。このような生

物多様性のめぐみは、「生態系サービス」と呼ばれ、「供給サービス」「調整

サービス」「文化的サービス」「基盤サービス」の 4つに分類されています。

私たちが今後も末永く生態系サービスを得ていくことを可能にするには、

その源である生物多様性を維持していくことが重要です。

「供給サービス」とは、食料や繊維、木材等、私たちの生活に必要なものを供給してくれるめぐみ

のことです。植物抽出成分による医薬品開発、品種改良、生物の形態や機能を利用するネイチャーテ

クノロジー（バイオミミクリー）の分野も含まれます。

▼供給サービス

本県の産業を支える生物多様性

農林水産業

本県では、お茶やわさび、みかん等の農業、きのこ栽培や木材生産等の林業、サクラエビやニホ

ンウナギ、カツオ、マグロ等の水産業が営まれており、全国シェア 1位のものも多くあります。

これらの農林水産業はその地域にあった自然のめぐみを活用しつつ、先人たちの絶え間ない努力

により発展してきました。また、持続可能な利用を図っていくために様々な工夫がされてきました。

製造業

本県には多くの地場産業があります。例えば、東部地域では森林資源や

地下水等豊富な自然資源を活用した製紙産業、中部地域では家具や仏壇、

西部地域では繊維、楽器等の産業が発展しました。このような地場産業が

発展し、2015 年（平成 27年）の製造品出荷額等は全国第 4位となる等、「も

のづくり県」として有名になりました。全国的にみると「飲料・たばこ・

飼料」「パルプ・紙」「ゴム製品」「木材・木製品」等の産業の比率が大きく

なっていますが、これらは生物多様性のめぐみを生かしたものであること

が分かります。

食料 繊維（掛川葛布） 木材 医薬品

お茶 わさび みかん サクラエビ ニホンウナギ

コラム

製紙産業の盛んな

東部地域

供給
サービス

調整
サービス

文化的
サービス

基盤サービス

生態系サービス

生態系サービス
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「調整サービス」とは、自然災害や急激な気候変動を抑えることによって、私たちの安全・安心な

生活を守ってくれるめぐみのことです。例えば、森林が保水し、その水が少しずつ流れ出すことによ

り、水源かん養につながるとともに、洪水や土砂災害、干ばつの発生を防いでいます。また、樹木に

よる防風、生物による水の浄化、天敵となる生物による病害虫の発生抑制等の機能も含まれます。

「文化的サービス」とは、様々な生物や地域の風土が織りなす豊かな自然環境によってもたらされ

る心身の安らぎや満足感等、私たちの精神を豊かにしてくれるめぐみのことです。例えば、祭りや文

化財として継承されたり、芸術や宗教の源泉となったり、釣りやバードウォッチング、自然観察等の

自然とのふれあいを楽しんだりするものが含まれます。

▼文化的サービス

▼調整サービス

ネイチャーテクノロジー（バイオミミクリー）

自然界にある形態や機能をまねしたり、そこからヒントを得ることで問題を解決したり、画期的

な技術革新をもたらすことがあります。これを生物のまねという意味から「ネイチャーテクノロ

ジー（バイオミミクリー）」といいます。カワセミのくちばしをまねてデザインされた空気抵抗の

少ない新幹線の先頭車両や、オナモミの実をまねてつくられたマジックテープ等が分かりやすい例

です。

森林（もり）づくり県民税

本県では、荒廃した森林を再生し、土砂災害の防止や水源のかん養等の｢森の力｣を回復させる「森

の力再生事業」の財源として、「森林（もり）づくり県民税」を 2006 年（平成 18年）度から導入

しています。この税は、公益的機能の低下した森林の機能を回復させることを目的としており、私

たちが生態系から享受している調整サービスを今後も維持するために、期限を定めて対価を支払う

という考え方（生態系サービスへの支払（PES：Payment for Ecosystem））を基盤としています。

【資料：西部農林事務所】 【資料：志太榛原農林事務所】

水源かん養 防風垣 水生植物による水質浄化 病害虫の抑制

人工林再生整備 竹林・広葉樹林等再生整備

コラム

コラム
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「基盤サービス」は、上記 3つのサービスが機能することを支える基盤のめぐみです。例えば、植

物が光合成によって二酸化炭素を吸収して酸素を供給したり、枯れ木や落ち葉を微生物が分解するこ

とにより土壌をつくり出したり、昆虫が花粉を運ぶことで植物が受粉する等がこれに当たります。

▼基盤サービス

静岡名産のお茶

チャ（茶）

チャはツバキ科の常緑広葉樹で、中国種とアッサム種があります。日本

でのチャの自生説を裏付ける証拠がないことや遺伝的な解析結果から、

チャは中国から平安時代（約 1200 年前）に渡来した中国種が普及したもの

と考えられています。

日本一の茶どころ静岡

本県は地勢や気候等の環境がお茶の栽培に適しており、古くから茶の名産地として知られていま

す。鎌倉時代に聖一国師が宋よりお茶の種子を持ち帰り、静岡市郊外の足久保に植えたのが始まり
しょういちこく し

という言い伝えがあります。明治維新の頃になると、初代静岡県知事の関口隆吉をはじめとする徳

川藩士等による牧之原台地の開墾により、日本一のお茶生産地となりました。現在では、牧之原、

磐田原、愛鷹山山麓、富士山西麓、安倍川・大井川・天竜川流域の山間部等をはじめとするお茶の

産地があり、全国の茶園面積・収穫量の約 40％を占めています。なお、煎茶としての品質が極めて

良好な品種「やぶきた」は、茶の品種改良の先駆者の 1人である静岡市出身杉山彦三郎氏が 1908 年

（明治 41年）に見つけ出したもので、原樹は 1963 年（昭和 38 年）に県の天然記念物に指定されま

した。現在栽培されているお茶のうち、全国では 7割弱、本県では約 9割をこの「やぶきた」が占

めています。

文化財（天然記念物） 芸術の源泉・富士山 釣り 自然観察

光合成による酸素供給 ミミズによる土壌生成 菌類による有機物の分解 昆虫による受粉

チャ

コラム

自然資本

自然環境を、国民の生活や事業者の経営基盤を支える重要な資本の一つとして捉える「自然資本」

という考え方が注目されています。自然資本は森林、土壌、水、大気、生物資源等の自然環境によっ

て形成される資本のことで、自然資本から生み出されるものを「生態系サービス」として捉えるこ

とができます。自然資本の価値を適切に評価し、管理していくことが県民の生活を安定させ、事業

者の経営の持続可能性を高めることにつながると考えられます。

【資料：平成26年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書（環境省、2014年（平成26年））】

コラム
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すべての生物がそれぞれに唯一の歴史を持っています。

また、地域の生物が複雑に関わりあって成り立つ生態系も、

それぞれの生態系が独自の歴史を持っています。

長い地質学的な時間の上に、人が誕生して自然に関わり

合いを持つことで作りあげられてきた環境は、地域ごとに

固有な生態系を生み出しました。地域の生態系は現在、私

たちの生活様式や文化を作り出す基盤となっています。

■ 地質学的時間の生物進化
生命の誕生以来、生物は遺伝的な多様化や環境への適応を積み重ね、膨大

な種類が地球上を埋めつくすようにくらしています。

静岡県でも非常に多くの種類の生物が見られますが、それらの存在はすべ

て進化の結果誕生したものです。長い地質学的時間のなかで、大陸や陸塊の

地理的な接続と分断を繰り返し、大きな気候変動を何度も経験し、それぞれ

の生物が静岡県にやってきました。生態系も大きく変化しながら、あるもの

は絶滅し、あるものは生き残り、その結果、現在、私たちが見ることのでき

る生物・生態系が存在します。

南アルプスの高山や駿河湾の深海に暮らすような珍しい生物だけではな

く、私たちが身近に見る草花や昆虫も、進化的な長い歴史のなかで静岡にた

どり着き、今も暮らす貴重な存在です。なかには地球上で静岡でしか見るこ

とのできない、イズカニコウモリやカケガワフキバッタ等の固有種も存在し

ます。

■ 1万年をこえる自然と人の関わり

人が農業を発明し、自然の森林を切り拓くことで、生まれた生態系があります。このような「里山」

と呼ばれる環境は、人の活動によって維持されてきました。日本のような高温多湿で気候が安定して

いる場所では、自然の状態では大部分が発達した森林で覆われます。

しかし、この 1万年くらいの間に人が木を切ったり、草を刈ったり、火入れをすることで、明るい

林や草地が維持されてきました。このような人の活動によって、そうした環境を好む大陸性の生物が

日本列島で繁栄してきました。カタクリやギフチョウのような雑木林を好む種、キキョウやヒメシロ

チョウのような草地性の生物はその代表的な存在です。

歴史と固有性1-2

カタクリ ギフチョウ キキョウ ヒメシロチョウ

カケガワフキバッタ

イズカニコウモリ

掛川層群の貝化石

掛川層群は天竜川と大井川に挟まれた丘陵地

に分布する地層で、その中でも大日（だいに

ち）層と呼ばれる今から約 200 万年前の地層

からは、海生生物の化石が多く産出します。

2016 年（平成 28 年）に

「静岡県の化石」として日本

地質学会に選定されました。



はじめに

8

■ 絶滅速度の加速
これまでの長い地球の歴史の中で、生物の絶滅は自然に起こってきました。しかし、産業革命以降、

世界的規模で人の活動が発展するのに伴い、現在はその絶滅速度がさらに加速しています。

国際自然保護連合（IUCN）では、絶滅のおそれのある種をレッドリストとして公表しています。2017

年（平成 29 年）2月に公表されたレッドリストによると、哺乳類の 2割、鳥類の 1割、両生類の 3割

が絶滅の危機にあるとされています。

種の絶滅速度

【資料：沈みゆく箱舟（ノーマン・マイヤーズ著、1981年（昭和56年））】

■ 県内の生物にも迫る絶滅の危機
県内の生物にも絶滅の危機が迫っています。特に両生類（絶滅のおそれのある種の割合：28％）、魚

類（同：16％）、陸・淡水産貝類（同：15％）、植物（同：12％）、鳥類（同：13％）等はその比率が高

くなっています。また、2004 年（平成 16年）度の「静岡県レッドデータブック」に掲載された絶滅

のおそれのある種の割合と比較すると、特に魚類は 12％から 16％に増加しています。

県内の絶滅のおそれのある種の割合（評価対象とした種に対する割合）
【資料：静岡県レッドデータブック2019、2020（静岡県、2019、2020年（令和元、２年））】

0.001 

0.025 

1 

1,000 

40,000 

0 10,000 20,000 30,000 40,000 50,000

恐竜時代

1600～1900年

1900～1975年

1975年

1975～2000年

1年間に絶滅する種の数

生物多様性に迫る危機
地球上に生命が誕生し、進化する中で数回の大量絶滅を迎えましたが、それを乗り越え生き延びた

ものの子孫が現在の地球上の生物たちです。

しかし、白亜紀の大量絶滅の後に多様化した新生代の生物も、再び種の数を減らしつつあり、とり

わけ近年は、絶滅の速さが加速しているといわれています。その要因は何でしょうか？ここでは、生

物多様性に迫る危機と私たちへの影響を紹介します。

1-3

恐竜時代には、1000 年で 1種の

生物が絶滅したと考えられてい

ますが、今では 1年間に 4万種

以上の生物が絶滅していると報

告されています。

産業革命以降、

絶滅速度が加速！

※円内の種数は評価

対象とした種

絶滅のおそれのある種

その他の種

昆虫類
7,383 種

99%

1%

6%

94%

哺乳類

51 種

クモ類

508 種

99%

1%

13%

87%

鳥類

414 種

6%

爬虫類

16 種

94%

2%

98%

菌類

1,298 種

72%

28%

両生類

19 種

12%

88%

植物
3,419 種

淡水魚類

147 種

16%

84%

15%

85%

陸淡水産

貝類

190 種
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日本

6.8 万種

20%

80%

生物の種数と絶滅のおそれのある種の割合
～世界・日本・静岡県の視点から～

世界で知られている種は約213万種

地球上には様々な種類の野生生物が生息・生育しており、現在でもそ

の種数を正確に把握できていませんが、実際は 3,000 万種の生物がいる

とされています。そのうち、2022 年（令和 4年）10 月の時点で国際自

然保護連合（IUCN）が公表したレッドリストによると、現時点で既に知

られている種は約 213 万種（2,131,499 種）とされていますが、これは

3,000 万種いるとされる種数の約 7％に過ぎません。なお、レッドリス

トの評価対象種は約 14.8 万種です。

日本における評価対象種は約6.8万種

日本に生息・生育する野生生物は、環境省レッドリスト 2020 で評価

対象としている動物、植物、菌類が約 5.8 万種（約 58,351 種）、環境省

版海洋生物レッドリストの評価対象としている海洋生物が約 1万種（約

10,120 種）であり、合計約 6.8 万種となっています。世界で既に知られ

ている野生生物の約 3％が日本に生息・生育していることになります。

静岡県における評価対象種は約1.3万種

本県に生息・生育する野生生物は、静岡県レッドデータブックで評価

対象としている動物、植物、菌類が約 1.3 万種（13,445 種）であり、日

本で評価対象となっている野生生物の約 20％が県内に生息・生育してい

ることになります。

絶滅のおそれのある種の割合

評価対象種に対する絶滅のおそれのある種（絶滅危惧種）の割合は、

世界では約 28％、日本では約 6％、本県では約 5％となります。

世界・日本・静岡県の生物の種数と絶滅のおそれのある種の割合

＊1:静岡県レッドデータブック 2019、2020（2019、2020 年：令和元、2年）のみ海洋生物を含まない。

＊2:原則として在来種。植物では品種、雑種及び外来種を除いたもの、動物では外来種、偶産種等を除いたもの。

＊3:静岡県レッドデータブック 2019、2020（2019、2020 年：令和元、2年）で評価対象とした県産種数。

【資料：IUCNレッドリスト（IUCN 、2022年（令和4年））、環境省レッドリスト2020（環境省2020年（令和2年））、

環境省版海洋生物レッドリスト（環境省2017年（平成29年））、静岡県レッドデータブック（静岡県、2019、

2020年（令和元、2年））】

年度 世界 日本 静岡県

レッドリストの名称
IUCN レッドリスト

（2022 年：令和 4年）

環境省レッドリスト 2020

（2020 年：令和 2年）

環境省版海洋生物レッドリスト

（2017 年：平成 29 年）

静岡県レッドデータブック

2019、2020*1

（2019,2020 年：令和元、2年）

絶滅のおそれのある種 41,459 種 3,772 種 618 種

評価対象とした種数*2 2,131,499 種
（147,517 種） （約 68,471 種） （13,445 種*3）

評価対象種に占める

絶滅のおそれのある種

（絶滅危惧種）の割合

約 28％ 約 6％ 約 5％

コラム

地球上

3,000 万種

93%

7%

世界

213 万種

3%

97%

世界：213 万種

日本：6.8 万種

静岡県：1.3 万種

未知種
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■ 生物多様性に迫る４つの危機
生物多様性に迫る危機として、国の生物多様性国家戦略では以下の 4つの項目に整理されています。

森林伐採や農地転用、宅地造成、河川・海岸の直線化・固定化、水面の埋め立て等が進み、生物の

生息・生育環境が破壊されることにより、多くの生物の個体数の減少につながっています。

ライフスタイルの変化とともに、雑木林や草地が利用されなくなったことで生態系のバランスが崩

れ、里地里山の生物が絶滅の危機に瀕しています。また、林業生産活動の低迷による森林の荒廃や竹

林の拡大が進み、森林の持つ水源かん養や土砂流出防止等の機能低下が懸念されています。

特に狩猟者の減少や里地里山をはじめとする中山間地域の荒廃等は、ニホンジカやイノシシ等一部

の種の個体数増加の一因となり、地域の生態系に大きな影響を与えています。

外来生物が侵入することにより、在来生物の生育・生息場所が奪われ

たり、外来生物が在来生物を食べてしまったり、外来生物と在来生物の

交雑による遺伝的な撹乱等が生じ、固有性が失われたり、生態系のバラ

ンスが崩れる等の問題が生じます。

また、毒性のある化学物質等が環境中に放出された場合、生態系に影

響を与える可能性があります。

▼第2の危機（自然環境に対する働きかけの縮小による危機）

▼第3の危機（人により持ち込まれたものによる危機）

▼第１の危機（開発等人の活動による危機）

直線化・固定化された河川
治水等の目的で直線化・固定化

された河川では、生物が生息・

生育しにくい環境となっていま

す。

ミナミメダカ
都市化とともに池や小川が埋め

立てられ、身近な魚だったメダ

カ（ミナミメダカ）も絶滅が危

惧されています。

キンラン
キンラン等ラン科の植物の減少

は、採取による影響が大きいと

されています。

オオウラギンヒョウモン
1960 年（昭和 35 年）代以降の草地

の環境変化により、県内では絶滅

してしまったとされています。

オキナグサ
草地の管理放棄による樹林化

等の影響でオキナグサも近年

は減少しています。

手入れ不足の人工林
手入れ不足で林内が暗くなった

人工林では、生物の多様性が低

下しています。

ブルーギル
県内の沼や池に侵入し、その場

所の生態系を破壊しています。

絶滅危惧ⅠB 類絶滅

絶滅危惧Ⅱ類 準絶滅危惧

特定外来生物
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2022 年（令和 4年）12 月に IPCC（気候変動に関する政府間パネル）が

発表した「第 6次評価報告書統合報告書」では、今世紀末には最大で気温

が 5.7℃、海面が 101cm 上昇するおそれがあると予測しています。これら

の影響によって様々な生物の分布のほか、植物の開花や結実の時期、昆虫

の発生時期等の生物季節に変化が生じると考えられています。

■ 生物多様性の損失による私たちへの影響
生物多様性が損なわれると、私たちの生活はどうなるのでしょうか。食

料や燃料等の衣食住に必要な素材が手に入らなくなったり、空気や水等が

きれいな状態に保たれなくなったりすることで、今までと同じような生活を送れなくなるかもしれま

せん。さらに、伝統や文化を生み出す源が失われ、精神的な喪失感を味わうことになるかもしれませ

ん。

▼第4の危機（地球環境の変化による危機）

食材の減少や偏り、価格

の高騰、食料不足が生じ

る可能性があります。

花粉を運ぶハチ等がい

なくなると、受粉できず

育つことができない植

物が出てくる可能性が

あります。

森林が失われると、土砂

崩れの発生や水資源が

枯渇する可能性があり

ます。

植物や菌類等の成分から

つくられる医薬品の開発

ができなくなる可能性が

あります。

ライチョウ
南アルプスが世界の分布

南限であるライチョウは、

地球温暖化の進行に伴う

生息域の減少により、絶滅

のおそれがあります。

絶滅危惧Ⅱ類

種と種がつながる食物網

生物は「食う-食われる」という関連で結びつき、そのつながりは次々と続いていきます。これ

を食物網と呼びます。すべての生物が他の種と食物網でつながっています。そのため、一つの種が

失われると他の多くの種にも影響が出ることになります。

柿田川の底生動物群集における食物網図
【資料：「柿田川の自然、湧水河川を科学する」（柿田川生態系研究会・三島次郎編、竹門康弘、2010（平成22年））】

コラム
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■ 策定のねらい
本県は、気候が温暖で自然環境にめぐまれた、全国有数の生物多様性が豊かな地域です。そして、

生物多様性のめぐみは、私たちの生活や産業だけではなく、心の豊かさをも支えてくれています。

本県ではこれまでも、こうしためぐみの源泉である生物多様性を保全・活用し、継承していくため

の様々な取組を行ってきました。しかし、それらは計画的かつ総合的な方針に基づく対応というより

は、どちらかといえば対症療法的なものでした。自然環境を取り巻く状況が、地球規模で厳しさを増

す中で生物多様性を保全・活用し、後世に継承していくためには、生物多様性に関する取組を計画的

かつ総合的に推進していく必要があります。

この戦略は、本県の生物多様性の将来像やその実現に向けた方策を示すとともに、行政だけでなく、

県民や事業者、民間団体を含む多様な主体の自発的な取組として展開していくためのガイドラインと

することをねらいとして策定します。

具体的なねらいとして特に次の 3つを掲げます。また、それぞれのねらいに対応する戦略の章立て

を合わせて示します。

私たち“ヒト”は、生物多様性を構成する一員であると同時に、生態系

を大きく改変しながら、そのめぐみに支えられ発展してきました。しかし、

近年、開発や乱獲、里地里山の衰退、外来生物の侵入や化学物質による汚

染、気候変動の激化等、環境問題は地球規模になり、本県の生物多様性も

また大きな危機に直面しています。このような状況の中で、まずはこの戦

略の策定・推進の過程を通じて、県民一人ひとりが生物多様性のもたらす

めぐみとそれに迫る危機を正しく知ることを目指します。

地域の生物多様性は、その地域に固有の財産であり、それらがもたらすめぐみとともに後世へ継承

していかなければなりません。そのためには、本戦略の策定・推進の過程を通じて生物多様性の将来

像を明らかにするとともに、行政、県民、事業者、民間団体等の各主体が生物多様性に迫る危機の克

服に向けて、それぞれが何をし、どう連携していくべきかを考え、話し合いながら、とるべき具体的

方策としてまとめていきます。

生物多様性に迫る危機のほとんどは、人の活動によって

もたらされたものです。そのため、生物多様性に迫る危機

を回避するためには、私たちがそれぞれの役割を担いつつ、

連携・協働しながら生物多様性の保全及び持続可能な利用

に向けて実際に取り組んでいくことが重要です。

そこで、本戦略ではこれらの取組を計画的かつ総合的に

実行するために必要なことやその方向性を示します。

▼生物多様性を守るために取り組む

▼生物多様性の将来について考える

▼生物多様性に迫る危機を知る

第２節 ふじのくに生物多様性地域戦略とは

戦略策定のねらい
地域戦略は、生物多様性を保全・活用し、継承していくための考え方を示すとともに、多様な主体

に取組を広げていくことをねらいとしています。

2-1

→第1～2章参照

→第3章参照

→第4～6章参照
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■ 戦略策定の方針
戦略策定の方針として、以下のものを掲げます。

˜ 本県の生物多様性に関する現状と課題を的確に記載するとともに、生物多様性の保全とそのめ
ぐみの持続的享受を実現するための方策を総合的・体系的にまとめる。

˜ 課題解決に向け、優先度を考慮しながら、実効性を担保できる内容とする。

˜ 県として全庁的な取組とするため、庁内会議等により連携を図り、各所属が主体的に取り組む。

˜ 県民や地域の取組を第一義的に支える市町との連携を密にし、施策の整合性を図る。

˜ 戦略は行政だけでなく、県民や事業者、民間団体等の多様な主体が一体となって推進するもの
であるため、策定の段階から県民や事業者等の参画を進める。

˜ 本県の生物多様性の保全に重要な地域や生態系を選定して方向性を提示する。

˜ 戦略の記述は多くの県民・事業者等にも理解できるよう、平易な表現に努める。

■ 静岡県レッドデータブックの公表
絶滅のおそれのある野生生物についての理解を深め、適切な保

護・保全を進めるため、2004 年（平成 16年）3月に「まもりた

い静岡県の野生生物―県レッドデータブック―」を公表しました。

なお、公表から 10年以上が経過したため、過去 10年間における

静岡県の生物多様性の動向を調査・集計するとともに、見直しを

進め、2019、2020 年（令和元、2年）度に新しいレッドデータブッ

クを公表しました。

■ 静岡県希少野生動植物保護条例の施行
2011 年（平成 23 年）4月に絶滅のおそれのある野生生物を保護するため、静岡県希少野生動植物保

護条例を施行しました。地域ごとに調査を進め、これまで 11種（ホテイラン、アカウミガメ、カワバ

タモロコ 等）を指定希少野生動植物に指定し、保護監視員による保護活動が進められています。

■ 富士山の世界遺産登録や南アルプスのユネスコエコパークへの登録
2012 年（平成 24 年）には伊豆半島が日本ジオパークに、2013 年（平成 25年）には富士山が世界文

化遺産、静岡の茶草場農法が世界農業遺産に、2014 年（平成 26 年）には南アルプスがユネスコエコ

パークにそれぞれ登録され、国際的にも静岡県の自然の価値が再認識されるようになりました。

■ ふじのくに地球環境史ミュージアムの開館
全国で初めて地球環境史をテーマとする「ふじのくに地球環境

史ミュージアム」（静岡市駿河区）が 2016 年（平成 28 年）3月に

開館しました。生物多様性保全の前提となる「自然と人の関係の

歴史をひもとき、未来のあり方を考える」拠点施設が活動を開始

したことで、本県でも生物多様性に関する調査研究や情報発信及

び環境教育の体制が整いました。

地域戦略に関連した近年のできごと
本県ではこれまで、静岡県レッドデータブック・レッドリストの公表や静岡県希少野生動植物保

護条例を施行するとともに、2016年（平成 28年）3月には県立自然系博物館「ふじのくに地球環

境史ミュージアム」が開館しました。

2-2

静岡県レッドデータブック

ふじのくに地球環境史ミュージアム
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生物多様性の保全に関する動向

急速な生物種の絶滅に対する危機感、生物資源の消失への危機感等から、1992 年（平成 4年）6

月にブラジルのリオデジャネイロで開かれた国連環境開発会議（地球サミット）に合わせ、初めて

「生物多様性」という概念を採用した生物多様性条約が採択されました。

その後、生物多様性基本法が 2008 年（平成 20年）6月に施行されるとともに、2010 年（平成 22

年）には愛知県名古屋市で生物多様性条約第 10回締約国会議（COP10）が開催されました。同会議

では、生物多様性戦略計画 2011-2020 が採択され、2020 年（令和 2年）までに生物多様性の損失を

止めるための 20の個別目標である「愛知目標」が掲げられ、この目標達成のため、生物多様性国

家戦略 2012-2020 が 2012 年（平成 24年）9月に閣議決定されました。

2022 年（令和 4年）12 月には、カナダ・モントリオールで開催された生物多様性条約第 15 回締

約国会議（COP15）第二部において、愛知目標に代わる新たな目標として「昆明・モントリオール

生物多様性枠組」が採択されました。これを受け、「ネイチャーポジティブ＊」を目標に掲げる生物

多様性国家戦略 2023-2030 が 2023 年（令和 5年）3月に閣議決定されました。

＊自然を回復軌道に乗せるため、生物多様性の損失を止め、反転させること

年度 世界・国内の動向 静岡県内の動向

～2007
(H19)

Ÿ生物多様性条約の採択(1992 年：H4）、発効（1993 年：H5）
Ÿ生物多様性国家戦略の閣議決定（1995 年：H7）
Ÿ新・生物多様性国家戦略の閣議決定（2002 年：H14）
Ÿ第三次生物多様性国家戦略の閣議決定（2007 年：H19）

Ÿ 静岡県版レッドリストの公表（2003 年：H15）
Ÿ 「まもりたい静岡県の野生生物-県版レッドデータブック-」
発行（2004 年：H16）

Ÿ 静岡県版レッドリストの更新（2004 年：H16）

2008
(H20)

Ÿエコツーリズム推進法の施行
Ÿ生物多様性基本法の制定

2009
(H21)

Ÿ 生物多様性民間参画ガイドラインの公表

2010
(H22)

Ÿ生物多様性国家戦略 2010 の閣議決定
Ÿ名古屋で生物多様性条約第 10 回締約国会議（COP10)
の開催及び愛知目標の合意

Ÿ 静岡県希少野生動植物保護条例の制定

2011
(H23)

Ÿ 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の
保全のための活動の促進等に関する法律の施行

Ÿ静岡県希少野生動植物保護条例の施行
Ÿ静岡県立自然公園条例の改正
Ÿふじのくに環境教育基本方針の策定

2012
(H24)

Ÿ 第四次環境基本計画の閣議決定
Ÿ 生物多様性国家戦略 2012-2020 の閣議決定
Ÿ 第 4次レッドリストの公表

Ÿ伊豆半島ジオパークが日本ジオパークに認定

2013
(H25)

Ÿ 「国連持続可能な開発のための教育の 10 年」の後継プ
ログラム「ESD に関するグローバル・アクション・プログラ
ム（GAP）」の採択

Ÿ 「静岡の茶草場農法」が世界農業遺産に認定
Ÿ 「富士山-信仰の対象と芸術の源泉」が世界文化遺産に登録

2014
(H26)

Ÿ IPCC（気候変動に関する政府間パネル）が「第 5次評価
報告書統合報告書」を発表

Ÿ 「外来種被害防止行動計画」の公表

Ÿ南アルプスがユネスコエコパークに登録

2015
(H27)

Ÿ 環境省レッドリスト 2015 の公表
Ÿ 「生物多様性分野における気候変動への適応について
の基本的考え方」の公表

Ÿ 「持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」の採択、
「持続可能な開発目標（SDGs）」の公表

Ÿ 「生態系を活用した防災・減災に関する考え方」の公表

Ÿ 第３次静岡県環境基本計画の見直し
Ÿ 「ふじのくに地球環境史ミュージアム」の開館

2016
(H28)

Ÿ 環境省レッドリスト 2017 の公表
Ÿ 「森里川海をつなぎ、支えていくために」（提言）の公表

Ÿ 駿河湾の「世界で最も美しい湾クラブ」への加盟承認

2017
(H29)

Ÿ 生物多様性民間参画ガイドライン（第 2版）の公表 Ÿ 静岡県レッドリスト 2017 の公表
Ÿ ふじのくに生物多様性地域戦略の策定
Ÿ 「静岡水わさびの伝統栽培」が世界農業遺産に認定

2018
(H30)

Ÿ 第五次環境基本計画の閣議決定 Ÿ静岡県レッドデータブック（動物編）公表

2019
(R 元)

Ÿ静岡県レッドデータブック（植物・菌類編）公表

2020
(R2)

Ÿ 環境白書に「気候危機」明記
Ÿ 2050 年までにの「カーボンニュートラル」を宣言

2021
(R3)

Ÿ 国連気候変動枠組み条約第26回締約国会議で「グラス
ゴー気候合意」の採択

Ÿ G7 コーンウォール・サミットでワンヘルス・アプローチの
強化の合意

Ÿ第 4次静岡県環境基本計画の策定

2022
(R4)

Ÿ 30by30 ロードマップ公表
Ÿ 生物多様性条約第 15 回締約国会議(COP15)で「昆明・
モントリオール生物多様性枠組」の採択

Ÿ 生物多様性国家戦略 2023-2030 の閣議決定

Ÿふじのくに生物多様性地域戦略の中間見直し

コラム



はじめに

15

持続可能な開発目標（SDGs）①
持続可能な開発目標（SDGs）とは
持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals：SDGs）は、2015 年（平成 27 年）9月の

国連総会で採択された「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための 2030 アジェンダ」と題

する成果文書で示された具体的行動指針です。17の個別目標とより詳細な 169 項目の達成基準から

構成されます。

SDGs を目指すことで経済・環境・社会の 3つの側面を統合し、2030 年に向けて持続可能な社会

の実現を目指していくことが重要です。

持続可能な開発目標（SDGs）の17の目標
【資料：「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ」（外務省）】

平成29年版環境白書・循環型社会白書・生物多様性白書（環境省、2017年（平成29年））】

コラム

目標 1 あらゆる場所のあらゆる形態の貧困を終わらせる

目標 2 飢餓を終わらせ、食糧安全保障および栄養改善を実現し、持続可能な農業を促進する

目標 3 あらゆる年齢のすべての人々の健康的な生活を確保し、福祉を促進する

目標 4 すべての人々への包括的かつ公平な質の高い教育を提供し、生涯学習の機会を促進する

目標 5 ジェンダー平等を達成し、すべての女性および女子のエンパワーメントを行う

目標 6 すべての人々の水と衛生の利用可能性と持続可能な管理を確保する

目標 7 すべての人々の、安価かつ信頼できる持続可能な現代的エネルギーへのアクセスを確保する

目標 8 包括的かつ持続可能な経済成長、およびすべての人々の完全かつ生産的な雇用とディーセント・ワーク（適

切な雇用）を促進する

目標 9 レジリエントなインフラ構築、包括的かつ持続可能な産業化の促進、およびイノベーションの拡大を図る

目標 10 各国内および各国間の不平等を是正する

目標 11 包括的で安全かつレジリエントで持続可能な都市および人間居住を実現する

目標 12 持続可能な生産消費形態を確保する

目標 13 気候変動およびその影響を軽減するための緊急対策を講じる

目標 14 持続可能な開発のために海洋資源を保全し、持続的に利用する

目標 15 陸域生態系の保護・回復・持続可能な利用の推進、森林の持続可能な管理、砂漠化への対処、ならびに土

地の劣化の阻止・防止および生物多様性の損失の阻止を促進する

目標 16 持続可能な開発のための平和で包括的な社会の促進、すべての人々への司法へのアクセス提供、およびあ

らゆるレベルにおいて効果的で説明責任のある包括的な制度の構築を図る

目標 17 持続可能な開発のための実施手段の強化し、グローバル・パートナーシップを活性化する
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持続可能な開発目標（SDGs）②
SDGsの個別目標と生物多様性の関わり
SDGs の個別目標について、特に生物多様性と関

わりがあるものを紹介します。

【資料：「我々の世界を変革する：持続可能な開発のための2030アジェンダ」（外務省）】

SDGsと事業者
既に SDGs に対応している民間事業者もあり、それらの取組は内外で高

く評価されています。SDGs は、それぞれの事業者の本業、社会貢献事業、

CSR（企業の社会的責任）活動の全てを SDGs で整理して、それを基に事

業活動を再度見直すことができる機会にもなります。そうした行動をす

る事業者の姿勢が、投資家からも評価されるようになってきました。ま

た、SDGs の達成を目指すことは、近年、消費者の興味・関心が高まって

いる環境配慮を強化し、実践することにもつながります。SDGs が自社の

事業活動にとっても有益であることを認識する事業者の数は近年、増加

しています。

è 事業と SDGs との関係や事業活動における取組方法等について解説した

ものとして、「SDG Compass」（SDGs の企業行動指針）」がある。

【資料：SDG Compass（グローバル・コンパクト・ネットワーク・ジャパン、2016年（平成28年）】

SDGsと消費者
SDGs の 17 の個別目標には、「12 つくる責任 つかう責任」をはじめ、私たち消費者にも関わる

ものが含まれています。商品やサービス等の購入、使用、廃棄等の消費行動が環境に及ぼす影響も

多いため、日常の生活の中で SDGs とどう関わることができるのか、考えていくことも必要です。

SDG Compus

Ÿ生態系を維持し、気候変動や
極端な気象現象等に対する適

応能力を向上させ、強靭な農

業を実践 等

Ÿ持続可能な開発のための教育
により、学習者が持続可能な

開発を促進するために必要な

知識・技能を修得 等

Ÿ山地、森林、湿地、河川、湖
沼を含む水に関連する生態系

の保護・回復 等

Ÿ経済・環境・社会面における
都市部、都市周辺部、農村部

間の良好なつながりの支援

等

Ÿ化学物質や廃棄物の大気、水、
土壌への放出を削減する

Ÿ自然と調和したライフスタイル
Ÿ持続可能な観光業 等

Ÿ気候変動対策を戦略や計画に
盛り込む

Ÿ気候変動の緩和、適応に関す
る教育啓発 等

Ÿ海洋ごみや富栄養化等による
海洋汚染の防止

Ÿ海洋および海岸の生態系の回
復のための取組 等

Ÿ森林減少の阻止、劣化した森
林の回復、植林の増加

Ÿ絶滅危惧種の保護
Ÿ外来種の侵入防止 等

第4章では関連するSDGsの個別目標を

アイコンで示しています。（P.100 参照）

注目

コラム
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■ 生物多様性国家戦略2012-2020 及び生物多様性国家戦略2023-2030 の考え方と
整合
地域戦略は、生物多様性基本法の第 13条第 1項で策定が努力義務となっている都道府県の地域戦略

として位置付けます。また、国家戦略は国としての基本姿勢や具体的な活動指針を整理したものです

が、個々の環境問題について実際に対応するのは地域であることから、国家戦略を踏まえつつ、本県

の地域特性に応じた戦略とします。

■ 生物多様性の視点から静岡県環境基本計画を推進
静岡県環境基本条例に基づく静岡県環境基本計画の目標の一つである「自然共生社会の実現」の考

え方に沿って、生物多様性への取組への指針とします。また、生物多様性の分野から推進するための

戦略であると同時に、環境基本計画の見直しにおける指針になります。さらに、他の関連計画に生物

多様性への配慮を織り込むための指針となり、関連計画にも波及していくことを目指します。

【静岡県】

【世界】

【国】

生物多様性条約

生物多様性基本法

生物多様性国家戦略 2012-2020

生物多様性国家戦略 2023-2030

静岡県環境基本条例

静岡県環境基本計画

【自然共生社会】

ふじのくに生物多様性

地域戦略

静岡県希少野生

動植物保護条例

静岡県総合計画

生物多様性戦略計画 2011-2020（愛知目標）

第 11 条

整合

第 9条
基づく

【低炭素社会】

ふじのくに地球温暖化

対策実行計画

整合

基づく

努力義務

【循環型社会】

静岡県循環型社会

形成計画 整合 整合

地域戦略の位置付け

【関連分野】

土地利用／社会資本整備／産業振興／地域振興／観光／教育／調査・研究 等

反映

生物多様性条約第 10 回

締約国会議（COP10）

採択世界目標

生物多様性条約第 15 回

締約国会議（COP15）

昆明・モントリオール
生物多様性枠組

採択

地域戦略の位置付け
地域戦略は、生物多様性戦略計画 2011-2020(愛知目標)や国の生物多様性国家戦略 2012-2020 等

の基本的考え方と整合させ、昆明・モントリオール生物多様性枠組や生物多様性国家戦略 2023-2030

の要素を取り込みながら、生物多様性の視点から静岡県環境基本計画を推進するものとし、さらには他

の関連計画に生物多様性の考え方を波及させていくことを目指します。

2-3
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地域戦略の対象地域は、静岡県全域とします。ただし、生物多様性のつながりは行政区にとらわれ

ないことから、必要に応じて、隣県や関連地域等の一部について含めます。

生物多様性は長期的な見通しを必要とするものであり、生態系は 100 年単位、1000 年単位で変化を

捉える必要があります。

本戦略では、長期的な視点に立った科学的知見のもとで、2018（平成 30年）年 4月 1日から 2028

年 3 月 31 日までの 10 年間を具体的な計画期間とします。

状況は常にモニタリングする必要がありますが、概ね 5年後には全体の見直しを行うものとします。

地域戦略の期間

※国の「生物多様性国家戦略 2012-2020」では、「生物多様性条約戦略計画 2011-2020（愛知目標）」を踏ま

えて、短期目標を 2020 年としていましたが、生物多様性国家戦略 2023-2030 では、昆明・モントリオー

ル生物多様性枠組を踏まえ、短期目標を 2030 年とし、長期目標を 2050 年と設定しています。

地域戦略の対象地域
地域戦略は静岡県全域を対象とします。

2-4

地域戦略の期間
地域戦略は長期的な科学的知見のもとで 10年間を計画期間とし、概ね5年後に見直しします。

2-5

年度 生物多様性国家戦略
ふじのくに

生物多様性地域戦略
静岡県環境基本計画

2018 計画初年度 第 3次計画

2019

2020 【短期目標】 【計画目標】

2021 第 4 次計画

2022 中間見直し

2023

2024

2025 【中間目標】

2026

2027 計画期間終了

2028

2029

2030 【短期目標】 【計画目標】

2031

…

2050 【長期目標】

生物多様性ホットスポット

維管束植物（コケ類や藻類を除いた、被子植物、

裸子植物、シダ植物等）の固有種が 1,500 種以上生

育し、高い生物多様性を有する一方で、自然植生が

70％以上損なわれていて破壊の危機に瀕している

地域を「生物多様性ホットスポット」といいます。

世界で 35 の地域が指定されており、日本もその一

つに入っています。
【資料：平成22年版環境白書（環境省）ほか】 生物多様性ホットスポット

コラム

生物多様性国家戦略

2012-2020

生物多様性国家戦略

2023-2030


